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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
に

係
る
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
の
時
期
に

な
り
ま
し
た
。

　
海
区
の
選
挙
人
名
簿
に
申
請
で
き
る

方
は
、
平
成

１２
年

１２
月
６
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
で
、
平
成

３０
年
９
月
１
日
現

在
の
状
況
が
、
次
の
要
件
を
満
た
す
方

と
な
り
ま
す
。

①
漁
業
者
又
は
漁
業
従
事
者
の
方
。

②
黒
潮
町
に
住
所
又
は
事
業
場
の
あ
る

方
。

③
１
年
に

９０
日
以
上
、
漁
船
を
使
用
す

る
漁
業
を
営
み
（
漁
業
者
と
い
う
。
）、

又
は
漁
業
者
の
た
め
に
漁
船
を
使
用

し
て
行
う
水
産
動
植
物
の
採
捕
若
し

く
は
養
殖
に
従
事
す
る
方
。

　
選
挙
人
名
簿
申
請
期
限
は
、
漁
業
法

施
行
令
に
よ
り
平
成

３０
年
９
月
５
日
ま

で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
他
の
選
挙
時
に
登
録
さ
れ
る
選
挙
人

名
簿
と
違
い
、
海
区
の
選
挙
人
名
簿
は
、

今
回
の
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
に
よ
っ

て
の
み
名
簿
が
作
成
さ
れ
、
今
年
の

１２

月
５
日
に
確
定
さ
れ
、
来
年
の

１２
月
４

日
ま
で
こ
の
名
簿
を
も
と
に
選
挙
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
追
加
で
の
登
録
は
で
き
ま
せ
ん
の
で

該
当
さ
れ
る
方
は
お
忘
れ
の
な
い
よ
う

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
さ
れ
る
方
は
、
各
漁
協
に
取
り

ま
と
め
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
の
で
、

申
請
書
を
も
ら
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
書
は
、
各
漁
協
の
ほ
か
、
本

庁
舎
選
挙
管
理
委
員
会
お
よ
び
佐
賀
支

所
地
域
住
民
課
に
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
黒
潮
町
選
挙
管

理
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
黒
潮
町
選
挙
管
理
委
員
会

蕁

４
３
―

２
８
２
５

　
県
内
の
河
川
な
ど
の
内
水
面
で
は
、

資
源
の
減
少
が
心
配
さ
れ
て
い
る
テ
ナ

ガ
エ
ビ
類
を
保
護
す
る
た
め
、
平
成

３０

年
９
月
１
日
か
ら
平
成

３１
年
３
月

３１
日

ま
で
の
間
、
高
知
県
内
水
面
漁
場
管
理

委
員
会
指
示
に
よ
り
テ
ナ
ガ
エ
ビ
類
の

採
捕
が
禁
止
と
な
り
ま
す
。

　
テ
ナ
ガ
エ
ビ
類
の
資
源
回
復
に
向
け

た
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

高
知
県
漁
業
管
理
課
（
高
知
県
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
局
）

　
蕁

０
８
８
―

８
２
１
―

４
６
０
８

　
蕭

０
８
８
―

８
２
１
―

４
５
２
７

　
高
知
県
司
法
書
士
会
で
は
、
県
内
各

地
で
無
料
法
律
相
談
会
（
予
約
制
）
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

　
相
続
や
遺
言
の
こ
と
、
仕
事
の
こ
と
、

借
金
の
問
題
、
訪
問
販
売
や
家
賃
の
滞

納
と
い
っ
た
日
常
生
活
の
ト
ラ
ブ
ル
に

関
す
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
相

談
に
司
法
書
士
が
お
答
え
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
　
毎
週
土
曜
日

　
　
　
　
午
後
１
時
〜
午
後
５
時

◆
場
所
　
四
万
十
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
午
後
３
時
以
降
は
、
法
テ
ラ
ス
法
律

扶
助
相
談
（
資
力
要
件
あ
り
）
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ
・
ご
予
約

　
高
知
県
司
法
書
士
会
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

蕁

０
８
８
―

８
２
５
―

３
１
４
３

高
知
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
に

係
る
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
に
つ
い
て

テ
ナ
ガ
エ
ビ
類
の
保
護
に
つ
い
て

無
料
法
律
相
談
の
お
知
ら
せ

高知県中小企業耐震診断等支援事業費補助金のご案内
高知県では、南海トラフ地震対策として、従業員の命を守るとともに地震発生後の早期復旧につなげるため、県内中小

企業者が行う耐震診断や耐震設計などに要する費用を一部助成する補助制度を設けていますので、ご活用ください。

１. 対象者

県内で製造業を営む中小企業者であって、ＢＣＰを策

定している者

２. 対象事業

　①耐震診断　　②耐震設計（建替設計を含む）

３. 対象建築物

事務所・工場等で昭和５６年５月３１日以前に建築され

た建築物であること

４. 補助率／補助限度額

①耐震診断：３分の２以内／１３３.３万円

②耐震設計：３分の２以内／２００万円

５. 補助要件

耐震診断及び耐震設計の内容に関し、四国耐震診断

評定委員会等の評定を受け、適切と評価を受けること等

【お問合せ先】

高知県商工労働部 商工政策課 事業推進担当

蕁０８８‐８２３‐９６９２


